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建築設備 

 法第７条、法第 7 条の 2、法第 32 条、H19 国交告示第 835 号 

 

 昇降機の完了検査について 

平成２３年秋期部会 

 

 静岡県内の昇降機の完了検査は、「昇降機工事監理状況報告書」を元に確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜解 説＞ 

「昇降機工事監理状況報告書」は、平成 19 年 6 月 20 日国土交通省告示第 835 号「確認審査等に

関する指針」第 3 第 3 項第 2 号の「その他の方法」にあたり、完了検査時に、本報告書を元に、昇降

機の工事が確認に要した図書等及び書類のとおり実施されたか確認する。 


